








●日本の技能・技術または知識の開発途上国への移転を図り、その国の経済発展を担う人を育てる
「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。

●技能実習制度の趣旨の徹底のため、基本理念として、技能実習法には「技能実習は、労働力の
需要の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。

●技能実習は、技能実習生の母国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものであり、
技能実習計画に基づいて行われます。技能実習生が技能実習に専念できるように、その保護を図る
体制が確立された環境で行われなければなりません。

●技能実習生は、入国後に講習（日本語教育・法的保護に必要な情報についての講義等）を受講後、
受入れ企業と雇用契約の下で実践的な技能等の修得を図ります。

●「技能実習1号」として入国し、技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして、
「技能実習2号」「技能実習3号」への在留資格変更許可を受けることにより、最長5年間の技能実習
を行うことができます。
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技能実習制度

技能実習制度とは
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技能実習制度

送出し国
送出し国政府

日 本
日本国政府

送出し機関

技能実習生

監理団体

受入れ企業

契 約

応 募
選 考
決 定

支援・指導

雇用契約

指導・支援

外国人技能実習機構

二国間で取り決め

団体監理型
事業協同組合や商工会等の監理団体が技能実習生を受入れ、
傘下の企業等（実習実施者）で技能実習を実施するもの
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技能実習制度

特定技能外国人
支援事業

受入れ可能基本人数枠
実習実施者の常勤職員数により1年間に受入れられる

技能実習生の人数が決まっています。

実習実施者の
常勤職員数

技能実習生の
受入れ可能人数枠

301人以上 常勤職員総数の20分の1

201人以上300人以下 15人

101人以上200人以下 10人

51人以上100人以下 6人

41人以上50人以下 5人

31人以上40人以下 4人

30人以下 3人

●1号技能実習生は常勤職員の総数、
2号技能実習生は常勤職員の総数の2倍、
3号技能実習生は常勤職員の総数の3倍を
超えてはならない。

●常勤職員数には技能実習生は含まれない。

●実習実施者が優良要件を満たしている場合、
上記受入れ人数枠の2倍の技能実習生を
受入れることができる。

●やむを得ない事情で他の実習実施者から
転籍した技能実習生を受入れる場合、
上記の人数枠と別に受入れることが可能。
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入国から帰国まで

面接はWEBで行うこともできます

技能実習生入国

入国後講習修了式

警察による講習

オンライン授業の様子

実習実施先での様子

オリエンテーション

空港への出迎え、役所手続きは
当組合が実施いたします。

技能実習生の生活指導・
各種手続きにかかる支援も
当組合が実施いたします。

3年間定期的に訪問し、
技能実習生の監理・指導、
受入れ企業様のサポートを
実施いたします。

技能実習生の面接・選抜から
受入れ企業様への配属までの
所要期間は約5～6か月です。

当組合には各国語通訳も
常駐しており、サポート
体制を整えております。

技能実習生の入国から帰国まで


